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ジェンダー平等社会の実現に向けて

計画の位置づけ

平成２７年（20１５年）に国連で採択されたＳＤＧｓでは、ゴール５に「ジェンダー平等とすべての
女性及び女児のエンパワーメント」を掲げています。そして、持続可能な開発のための2030アジェ
ンダにおいて、「ジェンダー平等とすべての女性及び女児のエンパワーメント」は、すべてのゴール
を達成するために必要不可欠な手段であるとされています。
本市の第６次プランにおいても、あらゆる取組にジェンダーの視点を取り入れ、更なるジェンダー
平等の実現を目指します。

「男女共同参画社会基本法」、「吹田市男女共同参画推進条例」に基づき、国の「男女共同参画
基本計画」及び大阪府の「おおさか男女共同参画プラン」を踏まえ、男女共同参画社会の形成に
関する取組を総合的かつ計画的に推進する計画です。また、「吹田市総合計画」を上位計画とする
人権分野の個別計画であるとともに、他の個別計画との整合性をもたせたものです。
本計画には、「女性活躍推進計画」「DV防止基本計画」「女性支援基本計画」を含みます。

男女共同参画基本計画

おおさか男女
共同参画プラン

すいた男女共同
参画プラン

・女性活躍推進計画
・ＤＶ防止基本計画
・女性支援基本計画

大阪府配偶者等か
らの暴力の防止及
び被害者の保護等
に関する基本計画

大阪府困難な問題
を抱える女性への
支援のための施策
の実施に関する
基本的な計画

国

大阪府 吹田市

男女共同参画社会基本法

吹田市総合計画

吹田市人権施策推進基本方針・計画

吹田市男女共同参画推進条例

各分野の個別計画
（高齢・障がい・子供・
地域福祉・健康など）

「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」
（女性活躍推進法）

「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関
する法律」（ＤＶ防止法）

「困難な問題を抱える女性
への支援に関する法律」

（女性支援法）

連携 整合性
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計画がめざすまち

計画の期間

吹田市男女共同参画推進条例では、男女共同参画社会の実現を目指して、５つの基本理念を定
めています。その理念をもとに「すべての人が性別にかかわりなくいきいきと活躍し、安心して暮
らすことのできる豊かなまち」を計画がめざすまちの姿とします。本プランでは、めざすまちの姿
を実現させるために３つの基本方向を定めています。

計画の期間は令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの５年間とします。

すべての人が性別にかかわりなくいきいきと活躍し、
安心して暮らすことのできる豊かなまち

1　「男女の人権の尊重」
2　「性別による固定的な役割分担等に基づく社会制度・慣行の解消」
3　「家庭における活動と他の活動への対等な参画」
4　「政策等の立案及び決定への共同参画」
5　「生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重」

男女共同参画基本計画

おおさか男女
共同参画プラン

すいた男女共同
参画プラン

・女性活躍推進計画
・ＤＶ防止基本計画
・女性支援基本計画

大阪府配偶者等か
らの暴力の防止及
び被害者の保護等
に関する基本計画

大阪府困難な問題
を抱える女性への
支援のための施策
の実施に関する
基本的な計画

国

大阪府 吹田市

男女共同参画社会基本法

吹田市総合計画

吹田市人権施策推進基本方針・計画

吹田市男女共同参画推進条例

各分野の個別計画
（高齢・障がい・子供・
地域福祉・健康など）

「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」
（女性活躍推進法）

「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関
する法律」（ＤＶ防止法）

「困難な問題を抱える女性
への支援に関する法律」

（女性支援法）

連携 整合性

めざすまち
の姿

基本理念

あらゆる分野における男女共同参画の推進

ジェンダーに基づく暴力の根絶と安心・安全な暮らしの実現

男女共同参画社会の実現に向けた環境の整備

基本方向1

基本方向2

基本方向3
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■ 施策の体系図 ■

あらゆる分野における
男女共同参画の推進

ジェンダーに基づく
暴力の根絶と安心・安全
な暮らしの実現

男女共同参画社会の
実現に向けた環境の整備

基本施策1　政策や方針決定の場への女性の参画拡大

基本施策1　暴力の根絶のための基盤づくり

基本施策1　男女共同参画意識の醸成

基本施策2　就労の場における男女平等の推進

基本施策2　ＤＶの根絶と被害者支援

基本施策3　仕事と生活における男女共同参画の推進

基本施策3　困難を抱える人が安心して暮らせる
環境の整備

基本施策2　男女共同参画に関する拠点施設の
活用促進

基本施策4　地域における男女共同参画の推進

基本施策4　ライフステージに応じた健康支援

基本方向1

基本方向2

基本方向3
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主 な 取 組

1 暴力の根絶のための意識啓発と環境整備
2 性犯罪・性暴力に関する取組の推進
3 ハラスメント防止体制の整備と啓発の推進

1 生涯にわたる男女共同参画・ジェンダー平等に係る教育の推進
2 あらゆる世代・分野の市民に対する男女共同参画の効果的な啓発活動の推進
3 多様な性に関する理解の促進

1 事業所における女性活躍の推進
2 女性の就労の支援と能力開発の支援
3 積極的格差是正や仕事と家庭の両立支援に取り組む事業所への支援

1 市政等に関わる政策・方針の立案・決定過程への女性の参画拡大
2 市審議会等委員への女性の参画拡大

1 ＤＶ防止に向けた啓発の推進
2 相談体制の整備充実
3 児童虐待防止対策との連携強化
4 被害者保護と自立支援の強化
5 ＤＶ加害者の更生支援

1 市民との協働・連携
2 男女共同参画センターの機能の充実と利用の促進

1 長時間労働の是正をはじめとする働き方の見直し
2 男性の家事・育児・介護への参画を促進する環境の整備
3 仕事と子育ての両立のための環境の整備

1 貧困・高齢・障がいにより困難を抱える人への支援
2 ひとり親家庭に対する支援
3 在住外国人に対する支援
4 その他困難を抱える人への支援
5 支援対象者への包括的な支援の提供

1 地域活動におけるジェンダー平等の推進
2 防災・防犯分野における女性の参画拡大

1 思春期における心とからだの健康づくりの推進
2 妊娠・出産期における健康支援
3 性差に応じた健康づくりの推進と介護予防の普及啓発の推進
4 性と生殖についての理解の促進

女性活躍
推進計画

女性活躍
推進計画

女性活躍
推進計画

女性活躍推進計画

女性支援
基本計画

女性支援
基本計画

DV防止
基本計画重点施策

重点施策

重点施策
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本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。
本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。

＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。
＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。
＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

あらゆる分野における男女共同参画の推進基本方向1

基本施策

1 政策や方針決定の場への女性の参画拡大
2 就労の場における男女平等の推進
3 仕事と生活における男女共同参画の推進
4 地域における男女共同参画の推進

●多様な視点が政策立案や決定に的確に反映されるよう、政策や方針決定の場で女性の
登用を進めるとともに、その重要性を啓発します。

●事業所に対して、女性活躍の取組を進める意義や必要性についての啓発や情報提供
を行います。また、働くことを希望する女性への情報提供、就労や起業、スキル向上の
ための支援を行います。

●長時間労働の是正など働き方の見直し、ワーク・ライフ・バランスの推進や各種制度の
導入・活用を事業所へ働きかけるとともに、男女がともに家事・子育て・介護等に参画
できるよう、意識啓発や情報提供を行います。

●様々な場面での固定的な性別役割分担意識の解消に向け、意識啓発を行います。また、
防災・防犯分野への女性の参画を促進し、男女双方の視点を反映します。

■ 主な計画推進の指標 ■
指 標 現 状 値 目 標 値

（2030年度）

市職員の管理職（課長代理級以上）に占める女性の割合 26.5％
（2024年度） 30％以上

市内の事業所の管理職に占める女性の割合 20.9％
（2024年度） 25％以上

男性市職員の育児休業取得率 75.0％
（2024年度） 90％以上

吹田市防災会議における女性委員の割合 22.9％
（2024年度） 30％以上
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本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。

本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。
本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。
本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。

＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。
＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

ジェンダーに基づく暴力の根絶と安心・安全な暮らしの実現基本方向2

基本施策

1 暴力の根絶のための基盤づくり
2 ＤＶの根絶と被害者支援
3 困難を抱える人が安心して暮らせる環境の整備
4 ライフステージに応じた健康支援

●暴力やハラスメント防止に向けた情報発信・啓発を行い、あらゆる暴力を許さない意識
の醸成を図ります。

●ＤＶ及び児童虐待防止の啓発を進めていくとともに、関係機関等とも連携しながら、
被害者の安全確保から自立支援まで切れ目の無い支援を行います。

●令和７年（２０２５年）４月に開始した重層的支援体制整備事業の活用など、関係機関と
連携して複合的な困難を抱える女性の支援に取り組みます。また、取組を進めることに
より、女性だけでなく、すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざします。

●性と生殖の正しい知識や、健康に関する定期的な情報発信に取り組み、誰もが心身の
健康を享受できるよう、生涯にわたる健康支援を進めます。

■ 主な計画推進の指標 ■
指 標 現 状 値 目 標 値

（2030年度）

ハラスメントの相談窓口もしくは制度を定めている
事業者の割合

27.9％
（2024年度） 40％以上

すいたストップＤＶステーションの認知度 14.1％
（2024年度） 30％以上

就労支援事業に参加した生活保護受給者等の就労率 55.9％
（2024年度） 60％以上

子宮がん・乳がん検診受診率

子宮がん
50.5％
乳がん
49.7％

（2022年度）

子宮がん
60％以上
乳がん
60％以上
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本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。
本プランでは、施策の方向ごとにSDGsの17の目標のうち主に
関連する目標を3つずつ明記しています。

＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

＊SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、平成27（2015）年の国連サミットで定められた
令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

男女共同参画社会の実現に向けた環境の整備基本方向3

基本施策 1 男女共同参画意識の醸成
2 男女共同参画に関する拠点施設の活用促進

●すべての人が性別にかかわりなく、あらゆる分野における活動に対等な立場で参画でき
る社会の実現に向けて、あらゆる機会を通じて啓発・教育を行います。また、ジェンダー
平等に関する国際的な動向を含めた様々な情報の発信に努めます。

●男女共同参画センターの活動内容等について、ＳＮＳを活用するなど広く市民に情報提供し
ます。また、当センターがより多くの人に利用され、男女共同参画の推進につながるよう、
活動内容の改善に努めていきます。

■ 主な計画推進の指標 ■
指 標 現 状 値 目 標 値

（2030年度）

社会全体として男女の地位は平等であると思う市民の割合 14.3％
（2024年度） 30％以上

吹田市立男女共同参画センター「デュオ」の利用者数 39,220人
（2024年度） 43,000人

第６次すいた男女共同参画プラン
2026－2030

令和８年（2026年）３月

吹田市 市民部 人権政策室
〒564－8550 吹田市泉町１丁目３番４０号
T E L  06－6384－1461
E-mail danjosan@city.suita.osaka.jp

第６次すいた男女共同参画プラン
（全文）はこちらから

⬇

この冊子は300部作成し、1部あたりの単価は440円です。
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